別記様式第１号（第５条関係）
	受付番号
	　

	受付年月日
	　


高山市匠の家づくり支援事業事前確認申請書
年　　月　　日
　(あて先)高山市長
	 【申請者】　〒
　住所
　ふりがな
　氏名
　連絡先(電話番号)


　
　高山市匠の家づくり支援事業補助金交付要綱第5条の規定に基づき、高山市匠の家づくり(市内建築主(市内)型・市内建築主(市外)型・市外建築主型)支援事業補助金の交付を受けたいので、下記のとおり申請します。※(　)内の該当する型を○で囲んでください。
　申請にあたり、私は暴力団員等若しくは暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有する者でないことを宣誓します。
　なお、本申請の審査を行うにあたり、私の市税の納入状況を調査すること及び必要に応じ、暴力団との関係について岐阜県警察本部に照会することを承諾します。
記
	1　木造建築物の
概要
	建築場所

	　

	
	建築工期
	　　　　　年　　月　　日～　　　　年　　月　　日

	
	木工事(上棟等)着手予定日
	　　　　　年　　　　月　　　　日

	
	木造建築物の仕様
	　木造　　①平屋建て　②2階建て　③3階建て
　※該当するものに○をつけて下さい

	
	
	延べ床面積　　　　　m2　　　　　1階　　　　　m2
　　　　　　　　　　　　　　　　2階　　　　　m2
　　　　　　　　　　　　　　　　3階　　　　　m2

	
	工事施工者
(市内建築主(市外)型・市外建築主型は記載不要)
	名称
代表者名
住所

	2　市産材使用
	　新築又は増築する木造建築物の構造材(※1)のうち、60％以上市産材を使用することを誓約します。
　　申請者
　　署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　※1　構造材とは　土台、束、大引き、柱(通柱、管柱)、梁、桁、胴差し、母屋、棟木、隅木、方杖及び火打ちとする。

	3　補助金対象額
	項　　目
	内　　容
	金　　額

	
	構造材　市産材使用量
	㎥×20,000円/㎥
※数量は小数点以下第1位まで表示（第2位以下切り捨て）
	①　　　　　　　 円

	
	ぎふの木で家づくり推進事業による木質部材の贈呈事業の対象となる構造材の有無
	有　・　無
	有の場合
その内補助負担額
②　　　　　　　 円

	
	内装材　市産材使用面積
	㎡× 2,000円/㎡
※数量は小数点以下第1位まで表示（第2位以下切り捨て）
	③　　　　　　　 円

	
	計（①－②＋③）
	
	　　　　　　　　 円

	
	補助金対象額
	補助金上限額500,000円
	　　　　　　　　 円

	4　法令等による許認可の内容
	□　建築確認済証

□　工事届
□　無（別記様式第１号の２又は１号の３を提出）
※該当するものに☑をつけて下さい

	5　木造建築物の
用途区分
	　


	※添付資料
	①建築確認済証の写し(建築確認が必要でない地域は建築工事届の写し、建築確認及び建築工事届が不要な場合は宣誓書(別記様式第1号の2)
　国外の建築物については、当該建築物の所在する国の建築に関する法令に基づき建設されることを示す申請者の宣誓書(別記様式第1号の3)及び建築確認済証等に準ずる書類の写し(建築確認済証等に準ずる書類が存在しない国で建築する場合は、添付を要しない。)
②建築場所の位置図と木造建築物の各階平面図及び立面図
③木材使用量計算書(別記様式第2号)並びに素材生産者又は原木市場から建築事業者に至るまでの各事業者が発行する市産材及び県産材であることを証する岐阜県証明材推進制度による伝票の写し
④工事施工者が市内に住所を有する証明書(法人にあっては法人登録の登記事項証明書、個人にあっては住民票)
⑤市内建築主(市外)型及び市外建築主型の場合は、当建築物について補助対象とすること及び完成後に匠の家モニターとして市に協力する旨同意したことを示す書類(別記様式第2号の3)
⑥③の木材使用量計算書(別記様式第2号)に記載されている補助対象となる構造材の寸法、本数が確認できる写真(現地確認を行う場合は省略可)
以下、内装材を補助金の対象として申請する場合のみ添付
⑦内装材使用面積計算書(別記様式第2号の2)
⑧内装材の使用予定箇所を平面図・展開図等への色付け等により示した図面


注)　木工事(上棟等)予定日が変更となった場合には、速やかにこの申請書を提出した高山市役所森林政策課へ連絡してください。
別記様式第１号の２(第５条関係)
年　　月　　日
(あて先)高山市長
申請者　 住所
氏名
宣誓書
私が増改築する建築物については、建築基準法第6条第2項に規定する防火地域又は準防火地域にあたらない地域で建築し、床面積が１０㎡以内に該当するため、建築等に関する申請及び確認は必要ないことから、高山市匠の家づくり支援事業の活用にあたり下記のとおり宣誓いたします。
記
１．床面積が１０㎡以内であっても建築基準法を順守しなければいけない項目にあっては、合法的に建築します。 

２．虚偽の申請その他不正な手段により当該建築場所以外に建築しません。
別記様式第１号の３(第5条関係)

年　　月　　日　　
　(あて先)高山市長
申請者 住所
氏名
宣誓書
　私は、高山市匠の家づくり支援事業補助金の活用にあたり下記のとおり宣誓いたします。
記
　　１．私は、　　　　　　　　　　　　　　の法律に基づき合法的に建築します。
　　２．虚偽の申請その他不正な手段により当該建築場所以外に建築しません。
建築予定国において建築確認済証等に準ずる書類がある場合は、次の事項も宣誓します。
　　３．別添の建築確認済証等に準ずる書類の写しは、原本の写しと相違ありません。
別記様式第２号の２(第５条関係)

年　　月　　日　　
　(あて先)高山市長
＜建築主＞　　　　　　　　　
住所
氏名
同意書
　高山市匠の家づくり支援事業(市内建築主(市外)型・市外建築主型)として木造建築物建築するにあたり、本事業の趣旨を建築事業者から説明を受け承知した上で、下記の件について同意します。※(　)内の該当する型を○で囲んでください。
記
1　建築場所
2　建築事業者
3　同意事項　　①匠の家づくり支援事業に補助申請すること
　　　　　　　　②匠の家モニターとして協力すること
	　
	「匠の家モニター」とは、市からの木造建築物に関するアンケートの協力や、補助対象となった木造建築物に関する情報提供等で、市にご協力いただける方を指します。


別記様式第３号(第６条関係)

高山市匠の家づくり支援事業事前確認申請内容変更届
　　年　　月　　日
　(あて先)高山市長
	　
	 【申請者】　〒
　住所
　ふりがな
　氏名
　電話番号


　　　　　年　　月　　日付けで提出した高山市匠の家づくり支援事業事前確認申請の内容を変更したいので高山市匠の家づくり支援事業補助金交付要綱第6条の規定により届出をします。
記
　○変更の内容とその理由
	変更内容
	理由

	上棟予定日の変更
　　　当初　　　　　　　　年　　月　　日
　　　変更　　　　　　　　年　　月　　日
	　

	木造建築物の仕様変更
　　　当初　　　　　　　木造　　　建て
　　　変更　　　　　　　木造　　　建て
	

	延べ床面積の変更
　　　当初　　　　　　　　　　　　　m2
　　　変更　　　　　　　　　　　　　m2
	

	その他の変更
	


　注)　申請書等に準じて変更部分の関係書類を提出してください。
別記様式第４号(第６条関係)

高山市匠の家づくり支援事業事前確認申請取下げ届
　　年　　月　　日
　(あて先)高山市長
	 【申請者】〒
　住所
　ふりがな
　氏名
　電話番号


　　　年　　月　　日付けで提出した高山市匠の家づくり支援事業事前確認申請書について取下げたいので高山市匠の家づくり支援事業補助金交付要綱第６条の規定により届出をします。
記
取下げる理由
別記様式第７号(第９条関係)

(その1)

高山市匠の家づくり支援事業補助金交付申請書
年　　月　　日
　(あて先)高山市長
申請者　住所　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　
　　　　　年　　月　　日付　　第　　　　号高山市匠の家づくり支援事業確認通知書にて通知のありました標記事業について、下記のとおり交付申請書を提出します。
記
1　補助金交付申請額　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
2　添付資料
　(市内建築主(市内)型にあっては(1)から(8)を添付、国内における市内建築主(市外)型及び市外建築主型にあっては(3)を除く全てを添付してください。また、国外における市内建築主(市外)型及び市外建築主型にあっては、(4)から(12)を添付してください。)

　(1)　建築基準法検査済証の写し(建築確認が必要ない場合は不要です。)

　(2)　不動産登記事項証明書(建物全部事項証明書)の写し
　　　(増改築の場合で建物表題変更登記が必要ない場合又は3方向に壁がないなど周壁性がない場合で建物表題登記をする必要がない場合は不要です。)

　(3)　市内に住所を有する証明書(法人の場合は法人登録の登記事項証明書、個人は住民票)の写し
　(4)　建築物(完成)写真(全景)2点(撮影方向の異なるもの)

　(5)　建築物内部写真各階2点
(ただし、内装材を補助金の対象として申請する場合は、当該内装使用箇所の写真)
　(6)　上棟写真(全景)2点(撮影方向の異なるもの)

　　　(増築の場合は構造材設置の状況のわかるもの)

(7)　内装材使用面積計算書(別記様式第2号の2)並びに素材生産者又は原木市場から建
築事業者に至るまでの各事業者が発行する市産材及び県産材であることを証する岐
阜県証明材推進制度による伝票の写し
(ただし、当該内装材を補助金の対象として申請する場合に限る。)
(8)　内装材の使用箇所を平面図・展開図等への色付け等により示し、面積計算根拠(寸法、計算式等)を記載（芯々で計算）したもの等
(ただし、当該内装材を補助金の対象として申請する場合に限る。)
(9)　補助対象となる物品の購入を示す書類(領収書の写し等)

　(10)　市内に本店を有する製造事業者からの購入を示す書類
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(小売業者より購入した場合のみ)

　(11)　補助対象となる物品の納品・設置状況写真
　(12)　物品一覧表(その2)

3　情報公開
　　完成写真及び建設場所の町までの公表については了承します。また、匠の家モニターとして協力します。
　　なお、下記事項について可能な範囲で協力します。
①写真の撮影(入居後可・入居後不可)

　　②内外部の見学会(入居後可・入居後不可)

※　該当するものに○をつけてください。
(その2)
物品一覧表
	品名
	価格
	事業者(販売者)名
	　事業者(販売者)の本店の住所
	受贈者署名

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	合計金額
（税抜き）
	　
	　
	　
	　


※補助対象となる物品は、市内に本店を有する事業者(法人、団体又は自営業者(法人の場合は、法人登録の登記事項証明書の事業目的に、家具、木製品又は工芸品の販売についての記載がある事業者に限る。))から購入したもの(造り付け家具は除く。)に限ります。なお、市内に本店を有する事業者が製造したことを示す書類(納品伝票等の写し)が必要です。
